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別表第１（第２条関係）

総合支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、失業者等のある世帯その

他日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために

就労支援、家計指導等の継続的な相談支援並びに生活費及び一

時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込ま

れる世帯であつて、次のいずれにも該当するものとする。

�・� 省略

� 現に住居を有していること又は生活困窮者自立支援法（平

成２５年法律第１０５号）第２条第３項に規定する生活困窮者住

居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれる

こと。

� 貸付けに際して、原則として生活困窮者自立支援法に基づ

く自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、社会福

祉協議会及び市の福祉事務所、公共職業安定所その他の関係

別表第１（第２条関係）

総合支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

資金の貸付けの対象となる世帯は、失業者等のある世帯その

他日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために

就労支援、家計指導等の継続的な相談支援並びに生活費及び一

時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込ま

れる世帯であつて、次のいずれにも該当するものとする。

�・� 省略

� 現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業

における住宅手当

の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれる

こと。

�

社会福

祉協議会及び市の福祉事務所、公共職業安定所その他の関係
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機関から貸付け 後の継続的な支援を受けることについて同

意していること。

�・� 省略

２ 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置

期間

機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに 同

意していること。

�・� 省略

２ 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置

期間

貸付

金の

種類

対象

経費

区

分
限 度 額

償還

期間

（据

置期

間を

除く

。）

据置

期間

貸付

金の

種類

対象

経費

区

分
限 度 額

償還

期間

（据

置期

間を

除く

。）

据置

期間

１

生

活

支

援

費

生活再

建まで

の間に

必要な

生活費

用

２

人

以

上

の

世

帯

月額２００，０００円以内（貸付金

を交付する期間（以下この

表において「貸付期間」と

いう。）は、原則として３

月。ただし、就職に向けた

活動を誠実に継続している

場合などにおいては、最長

１２月まで貸付期間を延長す

ることができるものとし、

その貸付期間の延長は原則

として３月ごとに行うもの

とする。なお、当該期間内

であつても、資金の貸付け

を受けた者（以下この表に

お い て「借 受 人」と い

う。）が自立した生活を営

むことが可能となつた場合

には、貸付けを終了するも

のとする。）

１０年

以内

省略 １

生

活

支

援

費

生活再

建まで

の間に

必要な

生活費

用

２

人

以

上

の

世

帯

月額２００，０００円以内（貸付金

を交付する期間（以下この

表において「貸付期間」と

いう。）は、１２月以内。た

だし

、当該期間内

であつても、資金の貸付け

を受けた者（以下この表に

お い て「借 受 人」と い

う。）が自立した生活を営

むことが可能となつた場合

には、貸付けを行わないも

のとする。）

２０年

以内

省略

単

身

世

帯

月額１５０，０００円以内（貸付期

間は、原則として３月。た

だし、就職に向けた活動を

誠実に継続している場合な

どにおいては、最長１２月ま

で貸付期間を延長すること

ができるものとし、その貸

付期間の延長は原則として

３月ごとに行うものとす

る。なお、当該期間内であ

つても、借受人が自立した

生活を営むことが可能とな

つた場合には、貸付けを終

了するものとする。）

単

身

世

帯

月額１５０，０００円以内（貸付期

間は、１２月以内。ただし

、当該期間内であ

つても、借受人が自立した

生活を営むことが可能とな

つた場合には、貸付けを行

わないものとする。）

２・

３

省略

２・

３

省略

３～７ 省略

８ 延滞利子

� 借受人が、定められた償還期限までに貸付元利金（貸付金

及びその利子を合計した金額をいう。以下この表において同

３～７ 省略

８ 延滞利子

� 借受人が、定められた償還期限までに貸付元利金（貸付金

及びその利子を合計した金額をいう。以下この表において同
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じ。）を支払わなかつたときは、当該償還期限の翌日から支

払の日までの日数に応じ、その延滞した元金につき年５．０パ

ーセント の割合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、

当該償還期限までに支払わなかつたことにつき、災害その他

やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでな

い。

� 省略

９ 貸付金の償還猶予

�・� 省略

� 生活困窮者自立支援法に基づく支援を行う機関からの要請

により、借受人の自立に向けた支援の観点から特に必要性が

高いと認められるときは、貸付元利金の支払を猶予すること

ができる。

１０ 省略

別表第２（第２条関係）

福祉資金及び教育支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

� 福祉資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げるものと

する。ただし、緊急小口資金については、その貸付けに際し

て、原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援

事業等による支援を受けるとともに、社会福祉協議会及び市

の福祉事務所、公共職業安定所その他の関係機関から貸付け

後の継続的な支援を受けることについて同意している世帯に

限るものとする。

ア 省略

イ 障害者世帯（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた

者、療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児

第１５６号厚生事務次官通知）の定めるところにより療育手

帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律

（昭

和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている者又は現に障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）によるサービスを利用している者その他これ

と同程度と認められる者 の属する世帯をい

う。）

ウ 省略

� 省略

２ 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置

期間

じ。）を支払わなかつたときは、当該償還期限の翌日から支

払の日までの日数に応じ、その延滞した元金につき年１０．７５

パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、

当該償還期限までに支払わなかつたことにつき、災害その他

やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでな

い。

� 省略

９ 貸付金の償還猶予

�・� 省略

１０ 省略

別表第２（第２条関係）

福祉資金及び教育支援資金の貸付基準

１ 貸付対象

� 福祉資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げるものと

する。

ア 省略

イ 障害者世帯（身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた

者、療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児

第１５６号厚生事務次官通知）の定めるところにより療育手

帳の交付を受けている者（現に障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号。以下「障害者総合支援法」という。）によるサービス

を利用している者その他これと同程度と認められる者を含

む。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けている者（現に障害者総合支援法

によるサービスを利用している者その他これ

と同程度と認められる者を含む。）の属する世帯をい

う。）

ウ 省略

� 省略

２ 貸付金の種類、対象経費、区分、限度額、償還期間及び据置

期間

貸付

金の

種類

対 象 経 費 区 分 限度額

償還

期間

（据

置期

間を

除く

。）

据置

期間

貸付

金の

種類

対 象 経 費 区 分 限度額

償還

期間

（据

置期

間を

除く

。）

据置

期間

１ � １ �
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福

祉

資

金

省

略

福

祉

資

金

省

略

�

緊

急

小

口

資

金

次に掲げる事由に

より緊急かつ一時

的に生計の維持が

困難となつた場合

に必要な費用

ア 省略

イ 省略

ウ 年金、保険、

公的給付等の支

給開始までに生

活費が必要なと

き。

エ 会社からの解

雇、休業等によ

る収入減のため

生活費が必要な

とき。

オ 滞納していた

税金、国民健康

保険料及び年金

保険料の支払い

により支出が増

加したとき。

カ 公共料金の滞

納により日常生

活に支障が生じ

るとき。

キ 生活困窮者自

立支援法に基づ

く支援又は社会

福祉協議会及び

市 の 福 祉 事 務

所、公共職業安

定所その他の関

係機関からの継

続的な支援を受

けるために経費

が必要なとき。

ク 給与等の盗難

によつて生活費

が必要なとき。

ケ その他アから

クまでに掲げる

事由と同等のや

むを得ない事由

があり、かつ、

１００，０００円

以内

１２月

以内

省略 �

緊

急

小

口

資

金

次に掲げる事由に

より緊急かつ一時

的に生計の維持が

困難となつた場合

に必要な費用

ア 省略

イ 給与等の盗難

又は紛失によつ

て生活費が必要

なとき。

ウ 省略

エ その他アから

ウまでに掲げる

事由と同等のや

むを得ない事由

による

１００，０００円

以内

８月

以内

省略
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緊急性及び必要

性が高いと認め

られるとき。 とき。

２

教

育

支

援

資

金

�

教

育

支

援

費

高等学校（学校教

育法（昭和２２年法

律第２６号。以下

「法」という。）

に規定する高等学

校並びに中等教育

学校の後期課程又

は特別支援学校の

高等部及び専修学

校の高等課程をい

う 。 以 下 同 じ 。

）、大学（法に規

定する大学及び専

修学校の専門課程

を い う。以 下 同

じ。）又は高等専

門学校（法に規定

する高等専門学校

を い う。以 下 同

じ。）に就学する

のに必要な経費

高等学校

に就学す

る者

月額３５，０

００円（特

に必要と

認める場

合にあつ

ては、５

２，５００円）

以内

省略 ２

教

育

支

援

資

金

�

教

育

支

援

費

高等学校（学校教

育法（昭和２２年法

律第２６号。以下

「法」という。）

に規定する高等学

校並びに中等教育

学校の後期課程又

は特別支援学校の

高等部及び専修学

校の高等課程をい

う 。 以 下 同 じ 。

）、大学（法に規

定する大学及び専

修学校の専門課程

を い う。以 下 同

じ。）又は高等専

門学校（法に規定

する高等専門学校

を い う。以 下 同

じ。）に就学する

のに必要な経費

高等学校

に就学す

る者

月額３５，０

００円

以内

省略

高等専門

学校に就

学する者

月額６０，０

００円（特

に必要と

認める場

合にあつ

ては、９０

，０００円）

以内

高等専門

学校に就

学する者

月額６０，０

００円

以内

短期大学

（法に規

定する短

期大学及

び専修学

校の専門

課程をい

う。以下

同じ。）

に就学す

る者

同上 短期大学

（法に規

定する短

期大学及

び専修学

校の専門

課程をい

う。以下

同じ。）

に就学す

る者

同上

大学（短

期大学を

除く。）

に就学す

る者

月額６５，０

００円（特

に必要と

認める場

合にあつ

ては、９７

，５００円）

以内

大学（短

期大学を

除く。）

に就学す

る者

月額６５，０

００円

以内

�

省

略

�

省

略

３～７ 省略

８ 延滞利子

� 借受人が、定められた償還期限までに貸付元利金（貸付金

及びその利子を合計した金額をいう。以下この表において同

じ。）を支払わなかつたときは、当該償還期限の翌日から支

払の日までの日数に応じ、その延滞した元金につき年５．０パ

ーセント の割合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、

当該償還期限までに支払わなかつたことにつき、災害その他

やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでな

い。

３～７ 省略

８ 延滞利子

� 借受人が、定められた償還期限までに貸付元利金（貸付金

及びその利子を合計した金額をいう。以下この表において同

じ。）を支払わなかつたときは、当該償還期限の翌日から支

払の日までの日数に応じ、その延滞した元金につき年１０．７５

パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、

当該償還期限までに支払わなかつたことにつき、災害その他

やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでな

い。

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号

１４０



� 省略

９ 貸付金の償還猶予

� 借受人が次のいずれかに該当する場合には、借受人又は連

帯保証人の申請に基づき貸付元利金の支払を猶予することが

できる。

ア・イ 省略

ウ 生活困窮者自立支援法に基づく支援を行う機関からの要

請により、借受人の自立に向けた支援の観点から特に必要

性が高いと認められる場合

� 省略

１０ 省略

別表第３（第２条関係）

不動産担保型生活資金の貸付基準

１～７ 省略

８ 延滞利子

� 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」

という。）が定められた償還期限までに貸付元利金を支払わ

なかつたときは、当該償還期限の翌日から支払の日までの日

数に応じ、その延滞した元金につき年５．０パーセント の割

合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、当該償還期限ま

でに支払わなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事

由があると認められるとき、及び償還のためにする居住用不

動産の換価に日時を要すると認められるときは、この限りで

ない。

� 省略

９ 貸付金の償還猶予

�～� 省略

� 生活困窮者自立支援法に基づく支援を行う機関からの要請

により、借受人の自立に向けた支援の観点から特に必要性が

高いと認められるときは、貸付元利金の支払を猶予すること

ができる。

１０～１５ 省略

別表第４（第２条関係）

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付基準

１～８ 省略

９ 延滞利子

� 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」

という。）が定められた償還期限までに貸付元利金を支払わ

なかつたときは、当該償還期限の翌日から支払の日までの日

数に応じ、その延滞した元金につき年５．０パーセント の割

合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、当該償還期限ま

でに支払わなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事

由があると認められるとき、及び償還のためにする居住用不

動産の換価に日時を要すると認められるときは、この限りで

ない。

� 省略

１０～１４ 省略

１５ 貸付金の償還猶予

�～� 省略

� 生活困窮者自立支援法に基づく支援を行う機関からの要請

により、借受人の自立に向けた支援の観点から特に必要性が

高いと認められるときは、貸付元利金の支払を猶予すること

ができる。

� 省略

９ 貸付金の償還猶予

� 借受人が次のいずれかに該当する場合には、借受人又は連

帯保証人の申請に基づき貸付元利金の支払を猶予することが

できる。

ア・イ 省略

� 省略

１０ 省略

別表第３（第２条関係）

不動産担保型生活資金の貸付基準

１～７ 省略

８ 延滞利子

� 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」

という。）が定められた償還期限までに貸付元利金を支払わ

なかつたときは、当該償還期限の翌日から支払の日までの日

数に応じ、その延滞した元金につき年１０．７５パーセントの割

合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、当該償還期限ま

でに支払わなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事

由があると認められるとき、及び償還のためにする居住用不

動産の換価に日時を要すると認められるときは、この限りで

ない。

� 省略

９ 貸付金の償還猶予

�～� 省略

１０～１５ 省略

別表第４（第２条関係）

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付基準

１～８ 省略

９ 延滞利子

� 資金の貸付けを受けた者（以下この表において「借受人」

という。）が定められた償還期限までに貸付元利金を支払わ

なかつたときは、当該償還期限の翌日から支払の日までの日

数に応じ、その延滞した元金につき年１０．７５パーセントの割

合で計算した延滞利子を徴収する。ただし、当該償還期限ま

でに支払わなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事

由があると認められるとき、及び償還のためにする居住用不

動産の換価に日時を要すると認められるときは、この限りで

ない。

� 省略

１０～１４ 省略

１５ 貸付金の償還猶予

�～� 省略

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号

１４１



告 示

��������������

�愛媛県告示第２５８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２第６項の規定に

より、次のとおり指定代理納付者を指定した。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定代理納付者の名称及び主たる事務所の所在地

ヤフー株式会社

東京都港区赤坂九丁目７番１号

２ 指定代理納付者に納付させる歳入

インターネットを利用して納付するふるさと愛媛応援寄附金に

係る寄附金歳入

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第２５９号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� ２―｛［ビス（４－フルオロフェニル）メチル］スルフィニ

ル｝アセトアミド（通称名Bisfluoromodafinil）及びその塩類

� ２―（４―フルオロフェニル）―３―メチルモルフォリン

（通称名４―ＦＰＭ）及びその塩類

� Mitragyna speciosa及びその近縁植物（通称名Kratom）（た

だし、Mitragynine又は７ａ―Hydroxy―７Ｈ―mitragynineを

含有するものに限る。）

� （Ｅ）―メチル＝２―｛（２Ｓ，３Ｓ，１２ｂＳ）―３―エチ

ル―８―メトキシ―１，２，３，４，６，７，１２，１２ｂ―オク

タヒドロインドロ［２，３―ａ］キノリジン―２―イル｝―３

―メトキシアクリラート（通称名Mitragynine）及びその塩類

� （Ｅ）―メチル＝２―｛（２Ｓ，３Ｓ，７ａＳ，１２ｂＳ）―

３―エチル―７ａ―ヒドロキシ―８―メトキシ―１，２，３，

４，６，７，７ａ，１２ｂ―オクタヒドロインドロ［２，３―ａ］

キノリジン―２―イル｝―３―メトキシアクリラート（通称名

７ａ―Hydroxy―７Ｈ―mitragynine）及びその塩類

� Ｎ―（２―フェニルプロパン―２―イル）―１―［（テトラ

ヒドロ―２Ｈ―ピラン―４―イル）メチル］―１Ｈ―インダゾ

ール―３―カルボキサミド（通称名CUMYL―THPINACA）及

びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物。

２ 指定の理由

条例第２条第７号の薬物のうち、県の区域内において濫用され

るおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

平成２８年３月１２日

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の生活福祉資金貸付事業の補助に関する規則（以下「改正後の規則」という。）別表第１から別表第４までの規定は、次項に定

めるものを除き、平成２７年４月１日以後に貸付決定される総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金及び要保護世

帯向け不動産担保型生活資金について適用し、同日前に貸付決定された総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金

及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金については、なお従前の例による。

３ 改正後の規則別表第１ ８の項、別表第２ ２の項の表２の部�の項、別表第２ ８の項、別表第３ ８の項及び別表第４ ９の項の

規定は、平成２８年２月１日以後に貸付決定される総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不

動産担保型生活資金について適用し、同日前に貸付決定された総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金及び要保

護世帯向け不動産担保型生活資金については、なお従前の例による。

�愛媛県告示第２６０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第２号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１６・１７ 省略 １６・１７ 省略

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２５）第１７２７７号 平成２６年
２月１４日 有限会社ハマシン 堀井 信也 西条市樋之口４４１－３ 平成２８年

３月４日 管工事業

同社役員が建設
業法第８条第１１
号に定める欠格
要件に該当する
ことが判明した
ため。

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号

１４２
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�愛媛県告示第２６１号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

来村川水系に係る二級河川について、河川整備基本方針を次のとお

り策定した。

（「次のとおり」は、省略し、その関係図書を愛媛県庁及び南予

地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。）

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第２６２号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（国土調査に伴う基準点測量及び成果不

整合地域における基準点改測）

２ 作業期間 平成２７年８月１０日から

平成２８月２月２９日まで

３ 作業地域 四国中央市

�������
�愛媛県告示第２６３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（既成図数値化）

２ 作業期間 平成２７年１０月９日から

平成２８年２月２９日まで

３ 作業地域 松山市の一部

�������
�愛媛県告示第２６４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、八幡浜市長から次のとおり公共測量が

終了した旨の通知があった。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（八幡浜市都市計画図作成業務委託）

２ 作業期間 平成２７年８月１１日から

平成２８年２月２９日まで

３ 作業地域 八幡浜市全域

�愛媛県告示第２６５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

内子都市計画道路 ３・３・１ 内子橋古田線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 内子町内子字中沖、字上�保、字丁永、字鳥
越の各一部

�������
�愛媛県告示第２６６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

内子都市計画道路 ３・４・２ 駅前通り線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 内子町内子字上�保、字下沖の各一部
内子町知清字苗代、字古川、字岸ノ上の各一

部

�������
�愛媛県告示第２６７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

南予レクリエーション都市計画道
路
３・４・２ 栄町港高串線

宇和島都市計画道路

３・５・２ 栄町港高串線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 和霊中町２丁目、和霊中町３丁目、和霊町、

伊吹町及び高串の各一部

�愛媛県告示第２６８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第６８５５号 平成２４年
９月１８日 �中矢美装 中矢 隆司 松山市西垣生町１８５－１ 平成２８年

２月１日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号

１４３
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公 告
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が平成２８年２月２６日あったので公表する。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 平成２８年度賃金引き上げその他に関する事項

２ 日時 平成２８年３月２６日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

一般財団法人創精会 松山市美沢１－１０－３８

医療法人敬愛会�米病院 松山市南�米７２３

特定医療法人清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

一般財団法人真光会 松山市南高井１４９１

医療法人北辰会西条市民病院 西条市小松町妙口甲１５２１

一般財団法人新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�愛媛県告示第２６９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第２７０号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２８年１月１０日から２月１４日までの間に実施した技能検定の合格者は、次のとお

りである。

平成２８年３月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（般－２４）第１６１３７号 平成２４年
６月２６日 アイデン照明� 渡部 進 松山市天山１－１０－１９ 平成２８年

２月１０日 電気工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１５５８０号 平成２６年
７月２０日 竹国塗装 竹國 俊正 松山市北条９９０－１８ 平成２８年

２月１９日 塗装工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－２３）第４５５８号 平成２４年
２月２２日 �江戸建設 豊� 育夫 松山市和泉北２－８－６ 平成２８年

２月２４日
建築工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（一部）

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

増 田 義 � 独立行政法人地域医療機能推
進機構宇和島病院

宇和島市賀古町２丁目１番３７
号

一般財団法人積善会愛媛十全
医療学院附属病院 東温市南方５６１番地 平成２８年

１月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

視 覚 ・ 聴 覚 障 害 神 経 内 科 やまぐちクリニック 山 口 礼 子 南宇和郡愛南町御荘平城４１３６－５ 平成
２８年２月９日

造園（造園工事作業）

３級

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号

１４４



受 検 番 号

Ｂ １

機械加工

特級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４

鉄工（製缶作業）

１級

受 検 番 号

Ｄ １

鉄工（構造物鉄工作業）

１級

受 検 番 号

Ｄ １

工場板金（機械板金作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

工場板金（数値制御タレットパンチプレス板金作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １

２級

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｂ １

機械検査（機械検査作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ３ Ｃ ４

Ｃ ６

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４

Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０

Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２８

Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３４

Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７ Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４０ Ａ甲 ４１

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ５

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７

Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号
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空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｂ １ Ｃ ２

油圧装置調整（油圧装置調整作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ９ Ａ甲 １２ Ａ甲 １４ Ｂ １

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 １０

Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６

Ａ甲 １７ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｂ ５

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号
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３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

婦人子供服製造（婦人子供服既製服縫製作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ １

強化プラスチック成形（エポキシ樹脂積層防食作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ １

石材施工（石材加工作業）

２級

受 検 番 号

Ｃ １

パン製造（パン製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｂ ３ Ｃ １

菓子製造（洋菓子製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

菓子製造（和菓子製造作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

水産練り製品製造（かまぼこ製品製造作業）

２級

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号
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受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

建築大工（大工工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ｂ １

Ｃ １

かわらぶき（かわらぶき作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

配管（建築配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ９ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２４

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 ２１

Ｂ ２ Ｂ ３ Ｃ ２

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７

型枠施工（型枠工事作業）

１級

愛 媛 県 報平成２８年３月１１日 第２７５５号
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ７ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２２

Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １

鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ９ Ｃ １０ Ｃ １１

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ３

コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

防水施工（合成ゴム系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

単一等級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

カーテンウォール施工（金属製カーテンウォール工事作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｂ １

機械・プラント製図（機械製図手書き作業）

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ９ Ａ甲 １２

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２８ Ｂ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ １０

Ｃ １１

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ９ Ａ甲 １３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １

平成２８年３月１１日 発行
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